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「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」の見直しについて 
 

 

１．趣旨 

○  法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムは、法曹養成制度改革推進会議決定（平

成２７年６月３０日。以下「推進会議決定」という。）に基づき、自主的な組織見直しの

促進及び先導的な取組の支援を目的として実施されている。 

○ 文部科学省においては、昨年１２月、法曹人口についての推進会議決定を踏まえ、目指

すべき法科大学院の定員規模を当面２，５００人程度と設定し、本プログラムを継続し

て実施することとしたところ、平成２９年度の入学定員は２，５６６人となる見込みと

なった。 

○ 法科大学院の定員規模の目標がほぼ達成される状況となったことを踏まえ、本プログラ

ムに適切な修正を加えることが必要であるため、「法科大学院公的支援見直し強化・加算

プログラム」について見直しを行うこととする。 

 

２．見直しのポイント 

  「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」の基礎額の設定方法について、以下

のとおり変更する。（変更後の具体的な指標、点数等については、別紙参照） 

 

○入学定員の充足率 

   入学定員の目標がほぼ達成され、今後は入学定員の適正化に代わって志願者数の確保が

重要な課題となることから、定員充足率については指標から削除する。一方、入学者数が

１０名を下回る場合は、教育組織として規模が小さくなり過ぎているなど、法科大学院と

してふさわしい教育環境の確保への影響が懸念されることから、３年連続で入学者数が１

０名未満となった場合は減点する。 

  

 ○機能分化の促進（夜間開講） 

法科大学院の機能分化を促す観点から、夜間開講の状況については、現行の第３類型該

当校への加算措置に加え、全ての法科大学院について加点要素とする。その際、社会人学

生への教育実績や、時間的制約を負っている社会人学生に対する教育支援の取組が重要で

あることから、直近の社会人入学者が１０名以上かつ割合が全国平均以上であり、夜間開

講実施科目の授業を録画して自習用教材として学生の利用に供し、かつ近隣の公共交通機

関運行終了の直前まで自習室を開室している場合に限り、加点の対象とする。また、法科

大学院としての教育実績も重要であることから、直近の司法試験合格率が全国平均の半分

未満となった場合は加点の対象としない。 



 

 

 

３．実施時期 

平成 30年度予算から実施することを予定。平成 30年度予算に関するスケジュールはおおむ

ね以下のとおり。 

～平成 29年 9月下旬 司法試験の結果を踏まえ、類型ごとに設定された加算条件

に該当する取組を実施しようとする法科大学院は、当該取

組の提案を申請 

平成 29年 10月～11月中旬 審査委員会における審査 

～平成 29年 12月 国立大学について、国立大学法人運営費交付金の予算編成

過程において公的支援の額が決定 

～平成 31年 3月 私立大学について、私立大学等経常費補助金の補助金交付

過程において公的支援の額が決定 

 

 

  



 

 

 

１． 法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの対象となる公的支援 

○ 国立大学は、国立大学法人運営費交付金のうち法科大学院に係る教員経費相当額*、私

立大学は、私立大学等経常費補助金の特別補助／法科大学院支援における専任教員に

係る補助額とする。 

○ 「２．基礎額の設定方法」及び「３．加算の考え方」に基づき、基礎額及び加算額を

算出した上で両者の合計が見直し対象の公的支援の額の範囲内となるよう調整を行う

こととするが、最終的な額の決定は、予算の範囲内で行うこととする。 

＊ 教員経費相当額は、専門職大学院設置基準上の必置専任教員数に対して一人当たりの教員給与
を乗じて得られた金額を基本とする。 

 

２．基礎額の設定方法  （※別表１、２参照） 

  ○ 以下に掲げる６指標に照らしてこれまでの取組や成果等を評価し、その状況に応じて配

点された点数の合計に応じて、３つの類型に分類する。 

・ 司法試験の累積合格率（累積合格者数／累積受験者数） 

・ 法学未修者の過去３年の司法試験合格率（法学未修者の合格者数／法学未修者の全

受験者数） 

・ 直近の入学者選抜における競争倍率（受験者数／合格者数） 

・ 直近の入学者数 

・ 法学系以外の課程出身者の直近の入学者数・割合（法学系以外の課程出身者の入学

者数／全入学者数）又は社会人の直近の入学者数・割合（社会人の入学者数／全入

学者数） 

・ 夜間開講の状況* 

＊ 夜間開講の状況については、以下の条件を全て満たす場合に加点対象とする。 

 直近の社会人入学者数が 10名以上かつ割合が全国平均以上であること。 

 時間的制約を負っている社会人学生に対する教育支援の取組として、夜間開講実施科目を

録画して自習用教材として学生の利用に供し、かつ、近隣の公共交通機関運行終了の直前

まで自習室を開室していること。 

 直近の司法試験合格率が全国平均の半分以上であること。 

○ 上記の分類を行った際、第３類型に該当した法科大学院については、地域性や夜間開

講の取組に配慮する観点から、以下に掲げる指標を加えた７指標の合計点数に基づき、

類型を見直す。 

・ 地域配置の状況（同一都道府県内の校数）又は夜間開講の状況（夜間開講の実施の

有無） 

 

 

【別紙】 



 

 

 

３．加算の考え方 （※別表３参照） 

  ○ 推進会議決定を踏まえ、法学未修者教育の充実など教育の質の向上、早期卒業制度等を

活用した在学期間の短縮、ＩＣＴを活用した法科大学院教育の実施など、法科大学院が

実施する先導的な取組の促進を図ることとする。 

○ 具体的には、各法科大学院が上記類型ごとに設定された加算条件に該当する取組を実施

しようとする場合、当該取組について提案を文部科学省に対し行うことができることと

する。 

○ 文部科学省では、各法科大学院から提案された取組について優れた先導的な取組として

評価できるものかどうかを判定するため、法科大学院公的支援見直し強化・加算プログ

ラム等審査委員会（以下「審査委員会」という。）において、専門的な調査・審議を行

うこととする。 

○ この審議結果を踏まえ、文部科学省において、優れた先導的な取組と評価されたものに

応じて加算率を算出することとする。なお、その際、前年度の入学者選抜における競争

倍率（受験者数／合格者数）が 2 倍未満の場合は一定程度加算率を減ずることとする。 

○ また、法科大学院間の連携・連合の取組に対する加算率を、通常の取組より増加すると

ともに、高い教育力を有する法科大学院を全国的に配置していくため、都市部の法科大

学院と地方の法科大学院の連携・連合に関する取組については、更に加算率を大きくす

ることとする。ただし、一般的な単位交換にとどまらない、高い教育効果が期待される

取組であることが必要である。 

○ 最終的には、基礎額の設定時に減額された額の合計（国立大学法人運営費交付金と私学

大学等経常費補助金で別々に算出する）の範囲内で、加算額の合計が収まるよう一律の

割合を乗じて加算額を調整することとする。 

○ なお、上記の審査に際して必要となる事項については、審査委員会において検討するこ

ととする。 

   

  



 

 

 

【別表１】 指標と点数の関係 

指標 点数 

① 司法試験の合格率 

累積合格率※１が全国平均以上 

（累積合格率が 70％以上  +6点） 

（累積合格率が 60％以上  +4点） 

累積合格率が全国平均未満の場合 

・下記以外 

・「合格率が全国平均の半分未満」が 3年連続した場合 

12点 

 

 

 

6点 

0点 

② 法学未修者の司法試験の合格率 

「合格率が全国平均以上」が直近 3年間のうち 2回以上               

「合格率が全国平均以上」が直近 3年間のうち 2回未満の場合 

・下記以外 

・「合格率が全国平均の半分未満」が 3年連続した場合             

8点 

 

4点 

0点 

③ 入学者選抜における競争倍率 

2.0倍以上 

1.5倍以上かつ 2.0倍未満 

1.5倍未満 

8点 

0点 

-4点 

④ 入学者数 
下記以外 

3年連続して入学者数が 10名未満である場合 

0点 

-4点 

⑤ 

法学系以外の課程出身者の入学

者数・割合 

直近の入学者数が 10名以上かつ割合が全国平均以上 

上記以外 

4点 

0点 

社会人の入学者数・割合 
直近の入学者数が 10名以上かつ割合が全国平均以上 

上記以外 

4点 

0点 

⑥ 夜間開講 
別に示す条件を全て満たした上で実施※2 

上記以外 

4点 

0点 

⑦※3 

地域配置※4 
同一都道府県内に 2校以下 

同一都道府県内に 3校以上 

4点 

0点 

夜間開講※5 
実施 

実施せず 

4点 

0点 

※1 各法科大学院の全修了者の受験者実数に対する司法試験の合格者数の割合。 

※2 別に示す条件は以下のとおりとする。 

  ・直近の社会人入学者数が 10名以上かつ割合が全国平均以上であること。 

  ・夜間開講実施科目を録画し、自習用教材として学生の利用に供すること。 

  ・自習室を近隣の公共交通機関運行終了の直前まで開室すること。 

  ・直近の司法試験合格率が全国平均の半分以上であること。 

※3 ①～⑥の指標によって分類を行った際、第 3類型に該当する場合に適用。 

※4 本施策の適用年度に学生募集を行う法科大学院数をカウントする。 

※5 本施策の適用年度の開講予定に基づくものとする。  

又は 

又は 



 

 

 

【別表２】 点数と類型の関係 

点数 類型 

27 ～ 42点 第 1 

21 ～ 26点 第 2A 

15 ～ 20点 第 2B 

10 ～ 14点 第 2C 

-8 ～  9点 第 3 

  



 

 

 

【別表３】 類型と基礎額・加算対象となる取組例と加算率について 

１．基礎額 

第１類型 
第２類型 

第３類型 
Ａ Ｂ Ｃ 

90％ 80％ 70％ 60％ 0％ 

 

２．加算対象となる取組例   

（１）第１類型 

取組例 

・質の確保を前提とした早期卒業・飛び入学制度の活用、法学未修者教育充実のための教育課程の抜本的な見
直し、理論と実務に精通した教員養成コースの創設、LL.M取得等を目的とした海外 LS留学促進など、より
魅力ある法科大学院教育を目指した先導的な教育システムの構築 

・第 2・3類型該当校との連携・連合を通じた支援プログラム 

 

（２）第２類型 

取組例 

・教育課程や教育方法の抜本的見直しなど、各法科大学院の課題を解決するための先導的な教育システムの構
築 

・第 1～3類型該当校との連携、連合 

 

（３）第１・２類型共通 

取組例 

・質の高いエクスターンシップ先の開拓、最新の法的課題に対応した継続教育など、これまで十分に対応でき
ていなかった分野に人材を輩出するための先導的な教育プログラムの開発 

・ICTを活用した教育連携・教材開発などによる社会人や地方在住者への教育機会の充実 
・学部等との連携による、教育力向上や多様なバックグラウンドを有する志願者確保のための取組 
・企業や自治体等と組織的に連携した就職支援の取組 

 

（４）第３類型 

取組例 

・第 1・2類型該当校との連合 

※取組例はあくまで例示であり他の取組を申請することも可能。具体的には審査委員会で審査して判定。 

 

３．加算率 
取組ごとの加算率は＋5%～＋20％とする。ただし、連携・連合の場合は＋10％～＋70％とする。 
 

※連携の取組の加算率は、通常の取組の加算率より高く設定。連合の取組は連携の取組より加算率を高く設定。 

※特に都市部の第１類型該当校と地方の法科大学院との連携・連合の取組に対する加算率は更に高く設定。 

※加算額については、基礎額の設定時に減額された額の合計の範囲内で対応。 

※審査結果に基づく加算が行われた大学のうち、競争倍率１．９倍未満の大学については以下により算定した数値に減額する。 
（１．９倍未満～１．５倍以上で加算率の×０．９、１．５倍未満で加算率の×０．５） 


